
国際会議等参加者への旅費補助に関する規則 

 

１  定款第 4 条（６）に基づく国際的な研究協力の推進のため，国際会議参加者への旅費

補助について定めるものである。 

２  国際会議旅費補助の希望者は公益社団法人日本心理学会が募集し，国際委員会で審議

し候補者リストを常務理事会に提案し，常務理事会にて決定する。 

３  応募内容は次の各号による。 

（１）対象者は心理学に関連した国際会議で発表を行うもの（責任発表者）であること。 

（２）応募者は，所定の申請書に，国際会議名・開催国・開催期間・責任発表者名・表

題を記入し，国際会議への参加を正式決定し次第，旅費等の見積書とともに提出す

る。 

４  補助内容は，１名あたり２０万円を限度とする。 

５  旅費等の補助を受けた者は，国際会議終了後２カ月以内に報告書を理事長宛に領収書

とともに提出し，報告内容がホームページ等に掲載される。  

６  本規則の改正は，常務理事会の承認を得るものとする。 

 
 

附則 

１  本規則は，平成 19 年 10 月 13 日施行の国際会議の参加者への旅費の補助に関する細

則を改正したものである。 

２  本規則は，平成 23 年１月 30 日より施行する。 

３  本規則は，平成 23 年４月１日より施行する。 

 

 


